
 
 
 
 
 

＜議案＞ 
 

Ａ 予算案件（２１件） 
 

  １ 一般会計 

   平成２４年度富山市一般会計予算 

    ア 歳入歳出予算  イ 継続費  ウ 債務負担行為  エ 地方債 

 

 

  ２ 特別会計 

   （１）平成２４年度富山市公債管理特別会計予算 

    ア 歳入歳出予算  イ 地方債 

 

   （２）平成２４年度富山市駐車場事業特別会計予算 

    ア 歳入歳出予算   

 

   （３）平成２４年度富山市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 

    ア 歳入歳出予算  イ 地方債   

 

   （４）平成２４年度富山市後期高齢者医療事業特別会計予算 

    ア 歳入歳出予算   

 

   （５）平成２４年度富山市介護保険事業特別会計予算 

    ア 歳入歳出予算 

 

   （６）平成２４年度富山市国民健康保険事業特別会計予算 

    ア 歳入歳出予算 

 

   （７）平成２４年度富山市企業団地造成事業特別会計予算 

    ア 歳入歳出予算 
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   （８）平成２４年度富山市白樺ハイツ事業特別会計予算 

    ア 歳入歳出予算  イ 地方債 

 

   （９）平成２４年度富山市牛岳温泉健康センター事業特別会計予算 

    ア 歳入歳出予算 

 

   （10）平成２４年度富山市牛岳温泉スキー場事業特別会計予算 

    ア 歳入歳出予算   

 

   （11）平成２４年度富山市競輪事業特別会計予算 

    ア 歳入歳出予算   

 

   （12）平成２４年度富山市農業共済事業特別会計予算 

    ア 歳入歳出予算   

 

   （13）平成２４年度富山市農業集落排水事業特別会計予算 

    ア 歳入歳出予算  イ 地方債 

 

   （14）平成２４年度富山市公設地方卸売市場事業特別会計予算 

    ア 歳入歳出予算   

 

   （15）平成２４年度富山市軌道整備事業特別会計予算 

    ア 歳入歳出予算     

 

   （16）平成２４年度富山市賃貸住宅・店舗事業特別会計予算 

    ア 歳入歳出予算  

 

 

  ３ 企業会計 

   （１）平成２４年度富山市水道事業会計予算 

    ア 収益的収入及び支出  イ 資本的収入及び支出   

    ウ 企業債 

 

   （２）平成２４年度富山市工業用水道事業会計予算 

    ア 収益的収入及び支出  イ 資本的収入及び支出   

    ウ 企業債 
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   （３）平成２４年度富山市公共下水道事業会計予算 

    ア 収益的収入及び支出  イ 資本的収入及び支出   

ウ 継続費        エ 企業債 

 

   （４）平成２４年度富山市病院事業会計予算 

    ア 収益的収入及び支出  イ 資本的収入及び支出   

    ウ 企業債 

 

 

Ｂ 条例案件（２３件） 

 

１ 富山市立市民学園・富山外国語専門学校ニュージーランド地震被災者等支

援基金条例を廃止する条例制定の件 

（１）富山市立市民学園・富山外国語専門学校ニュージーランド地震被災者

等支援基金の廃止 

 

（２）施行期日  平成２４年４月１日 

 

２ 富山市特別会計条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）富山市分譲住宅・分譲宅地事業特別会計の廃止 

 

（２）施行期日  平成２４年４月１日 

 

３ 富山市市税条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）税制改正に伴う規定の整備 

   ア 市たばこ税 

    ４，６１８円（旧３級品２，１９０円） 

       ↓ 

    ５，２６２円（旧３級品２，４９５円） 

 

 イ 退職所得に係る個人住民税の１０％の税額控除の特例の廃止 

 

   ウ 個人市民税の均等割（平成２６年度から平成３５年度まで） 

３，０００円 

       ↓ 

３，５００円 
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（２）入湯税に係る改正 

   ア 東日本大震災により被害を受けた者に係る課税免除の特例の廃止 

 

イ 公益上その他の事由により市長が特に課税を不適当と認める者に対

する課税免除の規定の追加 

 

（３）施行期日  平成２４年４月１日。ただし、 （１）イは、平成２５年１

月１日、（１）アは、平成２５年４月１日 

 

※ （１）ア、イは、経済社会の構造変化に対応した税制の構築を図るた

めの地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正す

る法律（平成２３年１２月２日公布。公布の日施行）による地方税法の

一部改正に伴うもの 

 （１）ウは、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する

防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する

法律（平成２３年１２月２日公布。公布の日施行）に伴うもの 

 

４ 富山市恵光学園条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）制度改正により、恵光学園の種別が知的障害児通園施設から福祉型児

童発達支援センターへ変更されることに伴う規定の整備 

 

（２）施行期日  平成２４年４月１日 

 

※ 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施

策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係

法律の整備に関する法律（平成２２年１２月１０日公布。平成２４年４

月１日施行）による障害者自立支援法及び児童福祉法の一部改正に伴う

もの 

 

５ 富山市こども医療費助成条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）助成対象の拡大に伴う規定の整備 

区分 改正前 改正後 

助成対象 通院 未就学児 小学生まで 

入院 小学生まで 中学生まで 

助成方法 通院 未就学児 現物給付 未就学児 現物給付 

小学生  償還払い 
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 入院 未就学児 現物給付 

小学生  償還払い 

未就学児 現物給付 

小学生  償還払い 

中学生  償還払い 

自己負担 通院 未就学児 なし 

 

未就学児 なし 

小学生  月額1,000円 

入院 未就学児 なし 

小学生  なし 

未就学児 なし 

小学生  なし 

中学生  なし 

 

（２）施行期日  平成２４年１０月１日 

 

６ 富山市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）引用条文の改正 

 

（２）施行期日  平成２４年４月１日 

 

※ 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施

策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係

法律の整備に関する法律（平成２２年１２月１０日公布。平成２４年４

月１日施行）による児童福祉法の一部改正に伴うもの 

 

７ 富山市介護保険条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）保険料の改正 

所得段階 対象者 保険料 

第１段階 市民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者、生活保護被保護者等 25,900円

第２段階 市民税世帯非課税で公的年金等収入金額＋合計所得金額が年

額８０万円以下の者 

25,900円

第３段階 市民税世帯非課税で第１段階、第２段階対象者以外の者 40,200円

第４段階 

（軽減） 

市民税本人非課税者等で公的年金等収入金額＋合計所得金額

が年額８０万円以下の者 

45,900円

第４段階 市民税本人非課税者等で第４段階（軽減）までの対象者以外の

者 

57,400円

第５段階 市民税本人課税者（合計所得金額125万円未満） 64,600円

第６段階 市民税本人課税者（合計所得金額125万円以上200万円未満） 71,700円

第７段階 市民税本人課税者（合計所得金額200万円以上400万円未満） 86,100円
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第８段階 市民税本人課税者（合計所得金額400万円以上） 106,200円

↓ 

所得段階 対象者 保険料 

第１段階 市民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者、生活保護被保護者等 31,900円

第２段階 市民税世帯非課税で公的年金等収入金額＋合計所得金額が年

額８０万円以下の者 

31,900円

第３段階 

（軽減） 

市民税世帯非課税で公的年金等収入金額＋合計所得金額が年

額８０万円を超え１２０万円以下の者 

49,600円

第３段階 市民税世帯非課税で第１段階から第３段階（軽減）までの対象

者以外の者 

53,100円

第４段階 

（軽減） 

市民税本人非課税者等で公的年金等収入金額＋合計所得金額

が年額８０万円以下の者 

63,800円

第４段階 市民税本人非課税者等で第４段階（軽減）までの対象者以外の

者 

70,800円

第５段階 市民税本人課税者（合計所得金額125万円未満） 85,000円

第６段階 市民税本人課税者（合計所得金額125万円以上190万円未満） 88,500円

第７段階 市民税本人課税者（合計所得金額190万円以上400万円未満） 106,200円

第８段階 市民税本人課税者（合計所得金額400万円以上700万円未満） 131,000円

第９段階 市民税本人課税者（合計所得金額700万円以上） 141,600円

 

（２）保険料の改正に伴うその他規定の整備 

 

（３）施行期日  平成２４年４月１日 

 

８ 富山市手数料条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）危険物の貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査の手数料に、浮き蓋

付特定屋外タンク貯蔵所を追加 

 

（２）権限委譲に伴い、県から新たに市の事務となる手数料の新設 

ア 別表２標準事務以外の事務に係る手数料の表に追加 

事務 金額 

４の２ 指定居宅サービス事業者の指定 20,000円

４の３ 指定居宅サービス事業者の指定の更新 10,000円

４の６ 指定居宅介護支援事業者の指定 20,000円

４の７ 指定居宅介護支援事業者の指定の更新 10,000円
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４の８ 指定介護老人福祉施設の指定 40,000円

４の９ 指定介護老人福祉施設の指定の更新 20,000円

４の10 介護老人保健施設の開設の許可 63,000円

４の11 介護老人保健施設の変更の許可 33,000円

４の12 介護老人保健施設の開設の許可の更新 33,000円

４の13 指定介護予防サービス事業者の指定 20,000円

４の14 指定介護予防サービス事業者の指定の更新 10,000円

４の17 指定介護予防支援事業者の指定 15,000円

４の18 指定介護予防支援事業者の指定の更新 10,000円

 

イ 制度の廃止（平成３０年３月３１日）が決まっているため、附則で

手数料を規定 

     指定介護療養型医療施設の指定の更新 ２０，０００円 

 

（３）従前から市の事務であったが、（２）の制度改正に伴い、新たに手数

料を徴収する事務とするもの 

事務 金額 

４の４ 指定地域密着型サービス事業者の指定 15,000円

４の５ 指定地域密着型サービス事業者の指定の更新 10,000円

４の15 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定 15,000円

４の16 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新 10,000円

 

（４）施行期日 平成２４年４月１日。ただし、（２）ア（４の１０から４

の１２までを除く。）、（２）イ、（３）は、平成２４年８月１日 

 

※ （２）は、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改

正する法律（平成２３年６月２２日公布。平成２４年４月１日施行）に

よる介護保険法の一部改正に伴うもの 

 

９ 富山市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例及び富山市屋外広告物条例

の一部を改正する条例制定の件 

（１）登録申請に係る申請書記載事項等の改正 

 

（２）施行期日  平成２４年４月１日 
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※ 民法の一部改正（平成２３年６月３日公布。平成２４年４月１日施行）

に伴うもの 

 

10 富山市呉羽会館条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）呉羽会館の改築に伴う施設及び使用料の改正 

種別 使用時間区分による金額（円） 超過料金（円

）（１時間に

つき） 

９時～

12時

13時～

17時

18時～

22時 

９時～

17時 

13時～

22時 

９時～

22時 

小会議室 600 800 700 1,400 1,500 2,100 200

大会議室 1,200 1,600 1,400 2,800 3,000 4,200 400

料理教室 900 1,200 1,000 2,100 2,200 3,100 300

展示室 900 1,200 1,000 2,100 2,200 3,100 300

大ホール 1,800 2,400 2,100 4,200 4,500 6,300 600

附属設備 規則で定める額 

↓ 

種別 使用時間区分による金額（円） 超過料金（円

）（１時間に

つき） 

９時～

12時

13時～

17時

18時～

22時

９時～

17時

13時～

22時

９時～

22時 

小会議室 1,600 2,100 1,900 3,700 4,000 5,600 500

大会議室 4,000 5,300 4,800 9,300 10,100 14,100 1,300

集会ホール 10,800 14,400 12,900 25,200 27,300 38,100 3,600

和室 2,000 2,700 2,400 4,700 5,100 7,100 700

料理室 3,800 5,100 4,600 8,900 9,700 13,500 1,300

 

（２）施行期日  平成２４年５月１日 

 

11 富山市暴力団排除条例制定の件 

（１）趣旨 

    暴力団の排除について基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の

責務を明らかにし、暴力団の排除の基本となる事項を定める。 

 

（２）市及び市民等の責務 

 

（３）暴力団排除のための施策 

 ア 市が実施する入札等からの排除 
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   イ 公の施設の利用からの排除 

   ウ 市民等への暴力団排除の啓発活動 

 

（４）施行期日 平成２４年７月１日 

 

12 富山市スポーツ施設条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）大沢野テニスコートの廃止 

 

（２）施行期日  平成２４年４月１日 

 

13 富山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例制

定の件 

（１）一括法により、市が設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の

基準については、市の条例で定めることとなったため、省令（参酌する

基準）に準拠した規定を設けるもの 

 

（２）施行期日 平成２４年４月１日 

 

※ 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律（平成２３年８月３０日公布。平成２４年４月

１日施行）（第２次一括法）による廃棄物の処理及び清掃に関する法律

の一部改正に伴うもの 

 

14 富山市商工業振興条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）融資のあっせんに係る保証料の助成の廃止 

 

（２）施行期日  平成２４年４月１日 

 

15 富山市ふるさと水と緑環境創造基金条例を廃止する条例制定の件 

（１）富山市ふるさと水と緑環境創造基金の廃止 

 

（２）施行期日  平成２４年４月１日 

 

16 富山市農業共済条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）家畜の評価額の全額が手当金等として交付される死亡について、家畜

共済金支払対象となる共済事故から除外するもの  
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（２）畑作物共済（大豆）の単位当たり共済金額について、固定制に加えて

選択制を導入することで加入者の選択範囲の拡大を図るもの 

 

（３）その他規定の整備 

 

（４）施行期日  平成２４年４月１日 

 

※ （１）は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律（平成２３年４月

４日公布。平成２３年７月１日施行）による農業災害補償法の一部改正

に伴うもの 

 

17 富山市公民館条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）一括法により、公民館運営審議会委員の委嘱の基準については、市の

条例で定めることとなったため、省令（参酌する基準）に準拠した規定

を設けるもの 

    「審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上

に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、委員会が委

嘱する。」 

 

（２）富山市立清水町公民館の移転 

「清水中町２番１１号」 

↓ 

「清水町八丁目１番３１号」 

   

（３）施行期日  平成２４年４月１日 

 

※ （１）は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図る

ための関係法律の整備に関する法律（平成２３年８月３０日公布。平成

２４年４月１日施行）（第２次一括法）による社会教育法の一部改正に

伴うもの 

 

18 富山市科学博物館条例等の一部を改正する条例制定の件 

（１）一括法により、アからウまでの条例に博物館協議会委員の任命の基準

については、市の条例で定めることとなったため、省令（参酌する基準）

に準拠した規定を設けるもの 
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    「協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上

に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、委員会が任

命する。」 

 

   ア 富山市科学博物館条例              

   イ 富山市郷土博物館条例              

   ウ 富山市民俗民芸村条例    

           

（２）施行期日  平成２４年４月１日 

 

※ 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律（平成２３年８月３０日公布。平成２４年４月

１日施行）（第２次一括法）による博物館法の一部改正に伴うもの 

 

19 富山市立図書館条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）一括法により、図書館協議会委員の任命の基準については、市の条例

で定めることとなったため、省令（参酌する基準）に準拠した規定を設

けるもの 

    「協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上

に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、委員会が任

命する。」 

 

（２）その他規定の整備 

 

（３）施行期日  平成２４年４月１日。ただし、（２）は、公布の日 

 

※ 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律（平成２３年８月３０日公布。平成２４年４月

１日施行）（第２次一括法）による図書館法の一部改正に伴うもの 

 

20 富山市営住宅管理条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）一括法により、入居基準である同居親族要件が廃止され、また、同居

親族要件の例外を定めていた政令の規定が削除されたため、従前どおり

の同居親族要件及びその例外を維持するための規定の整備 
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（２）一括法により、入居収入基準が改正されたため、当分の間、改正前の

政令のとおりとするもの 

 

（３）施行期日  平成２４年４月１日 

 

※ 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律（平成２３年５月２日公布。平成２４年４月１

日施行）（第１次一括法）による公営住宅法の一部改正に伴うもの 

 

21 富山市大沢野植物園条例を廃止する条例制定の件 

（１）富山市大沢野植物園の廃止 

 

（２）施行期日  平成２４年４月１日 

 

22 富山市水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条

例の一部を改正する条例制定の件 

（１）公共下水道事業計画の変更に伴う規定の整備  

区分 改正前 改正後 

予定処理区域面積 10,651.0ヘクタール 10,774.0ヘクタール 

計画処理人口 426,844人 410,814人 

１日最大処理水量 299,526立方メートル 274,193立方メートル 

 

（２）一括法による制度改正に伴う規定の整備 

 

（３）施行期日  平成２４年４月１日 

 

※ （２）は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図る

ための関係法律の整備に関する法律（平成２３年５月２日公布。平成２

４年４月１日施行）（第１次一括法）による下水道法の一部改正に伴う

もの 

 

23 富山市火災予防条例の一部を改正する条例制定の件 

（１）危険物に「炭酸ナトリウム過酸化水素付加物」が追加されたことに伴

う貯蔵や取扱いについての経過措置を設けるもの 

 

（２）施行期日  平成２４年７月１日 

12



※ 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令（平成２３年１２月

２１日公布。平成２４年７月１日施行）に伴うもの 

 

Ｃ その他の議決案件（３件） 

 

１ 辺地に係る総合整備計画策定の件 

 

２ 平成２４年度農業共済事業賦課金の総額及び賦課単価決定の件 

 

  ３ 平成２４年度農業共済事業特別積立金の取崩しに関する件 

 
 
＜その他＞ 
 
Ｄ 追加提出（５件） 

 

  １ 契約案件（１件） 

    包括外部監査契約締結の件  

 

 ２ 人事案件（４件） 

   （１）富山市教育委員会の委員の任命に関し同意を求める件 

   （２）富山市公平委員会の委員の選任に関し同意を求める件 

   （３）富山市固定資産評価審査委員会の委員の選任に関し同意を求める件 

   （４）人権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求める件 
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（単位：千円、％）

区　　分　　

予算（案）　Ａ 構成比 予算額　Ｂ 構成比 Ａ－Ｂ Ａ/Ｂ

　一般会計 157,269,421 48.0 162,111,412 49.5 ▲ 4,841,991 97.0

　1 公債管理特別会計 25,977,278 8.0 25,126,205 7.7 851,073 103.4

　2 駐車場事業特別会計 394,969 0.1 415,253 0.1 ▲ 20,284 95.1

　3 母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 40,461 0.0 69,389 0.0 ▲ 28,928 58.3

　4 後期高齢者医療事業特別会計 8,408,849 2.5 8,011,846 2.5 397,003 105.0

　5 介護保険事業特別会計 34,780,471 10.6 33,527,232 10.2 1,253,239 103.7

　6 国民健康保険事業特別会計 39,535,485 12.1 37,474,521 11.5 2,060,964 105.5

　7 企業団地造成事業特別会計 200,569 0.1 390,864 0.1 ▲ 190,295 51.3

　8 白樺ハイツ事業特別会計 77,457 0.0 67,357 0.0 10,100 115.0

　9 牛岳温泉健康センター事業特別会計 58,971 0.0 59,601 0.0 ▲ 630 98.9

 10 牛岳温泉スキー場事業特別会計 139,529 0.1 164,565 0.1 ▲ 25,036 84.8

 11 競輪事業特別会計 12,732,254 3.9 13,859,301 4.2 ▲ 1,127,047 91.9

 12 農業共済事業特別会計 358,139 0.1 370,652 0.1 ▲ 12,513 96.6

 13 農業集落排水事業特別会計 1,435,123 0.4 1,430,148 0.4 4,975 100.3

 14 公設地方卸売市場事業特別会計 273,366 0.1 321,724 0.1 ▲ 48,358 85.0

 15 軌道整備事業特別会計 6,034 0.0 6,250 0.0 ▲ 216 96.5

 16 分譲住宅・分譲宅地事業特別会計 1,260 0.0 ▲ 1,260 皆減

 17 賃貸住宅・店舗事業特別会計 205,978 0.1 233,171 0.1 ▲ 27,193 88.3

124,624,933 38.1 121,529,339 37.1 3,095,594 102.5

 18 水道事業会計 9,803,907 3.0 8,545,804 2.6 1,258,103 114.7

 19 工業用水道事業会計 527,142 0.1 507,331 0.1 19,811 103.9

 20 公共下水道事業会計 22,630,265 6.9 22,552,259 6.9 78,006 100.3

 21 病院事業会計 12,671,849 3.9 12,396,239 3.8 275,610 102.2

45,633,163 13.9 44,001,633 13.4 1,631,530 103.7

327,527,517 100.0 327,642,384 100.0 ▲ 114,867 100.0合　　　　計

特
別
会
計

企
業
会
計

　特別会計　小計

　企業会計　小計

対前年度比較

平成２４年度　富山市予算（案）

平成２４年度 平成２３年度

　　会　計　名
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区　　分　　

　　　款 予算(案)　Ａ 構成比 予算額　Ｂ 構成比 Ａ－Ｂ Ａ/Ｂ

1 市税 68,292,206 43.4 69,253,174 42.6 ▲ 960,968 98.6

2 地方譲与税 1,417,400 0.9 1,443,000 0.9 ▲ 25,600 98.2

3 利子割交付金 246,000 0.2 210,000 0.1 36,000 117.1

4 配当割交付金 123,000 0.1 84,000 0.1 39,000 146.4

5 株式等譲渡所得割交付金 37,000 0.0 28,000 0.0 9,000 132.1

6 地方消費税交付金 4,393,000 2.8 4,265,000 2.6 128,000 103.0

7 ゴルフ場利用税交付金 83,000 0.1 82,000 0.1 1,000 101.2

8 自動車取得税交付金 403,000 0.3 330,000 0.2 73,000 122.1

9 地方特例交付金 280,000 0.2 708,000 0.4 ▲ 428,000 39.5

10 地方交付税 22,050,000 14.0 22,250,000 13.7 ▲ 200,000 99.1

11 交通安全対策特別交付金 90,000 0.1 100,000 0.1 ▲ 10,000 90.0

12 分担金及び負担金 2,856,461 1.8 2,724,017 1.7 132,444 104.9

13 使用料及び手数料 2,659,610 1.7 3,216,925 2.1 ▲ 557,315 82.7

14 国庫支出金 18,278,035 11.6 20,145,270 12.4 ▲ 1,867,235 90.7

15 県支出金 8,123,877 5.1 9,416,264 5.8 ▲ 1,292,387 86.3

16 財産収入 273,981 0.2 305,876 0.2 ▲ 31,895 89.6

17 寄附金 6,500 0.0 9,850 0.0 ▲ 3,350 66.0

18 繰入金 2,634,831 1.7 1,423,212 0.9 1,211,619 185.1

19 諸収入 3,530,320 2.2 3,343,924 2.1 186,396 105.6

20 市債 21,491,200 13.6 22,772,900 14.0 ▲ 1,281,700 94.4

157,269,421 100.0 162,111,412 100.0 ▲ 4,841,991 97.0

平成２４年度　　一般会計予算（案）

平成２４年度

合　　　　計

対前年度比較平成２３年度

（単位：千円、％）（歳入）
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（単位：千円、％）

　　　　　　　　　　　　　　　　　区　分
平成２４年度 平成２３年度

予算（案） Ａ 予算額 Ｂ Ａ－Ｂ Ａ/Ｂ

1 市税 68,292,206 69,253,174 ▲ 960,968 98.6

(1)　市民税 30,061,206 29,987,174 74,032 100.2

　　ア　個人 21,854,206 21,990,174 ▲ 135,968 99.4

　　イ　法人 8,207,000 7,997,000 210,000 102.6

(2)　固定資産税 28,157,000 29,501,000 ▲ 1,344,000 95.4

(3)　軽自動車税 743,000 725,000 18,000 102.5

(4)　市たばこ税 2,771,000 2,452,000 319,000 113.0

(5)　入湯税 111,000 119,000 ▲ 8,000 93.3

(6)　事業所税 3,309,000 3,166,000 143,000 104.5

(7)　都市計画税 3,140,000 3,303,000 ▲ 163,000 95.1

2 地方譲与税 1,417,400 1,443,000 ▲ 25,600 98.2

(1)　地方揮発油譲与税 386,000 383,000 3,000 100.8

(2)　自動車重量譲与税 1,000,000 1,028,000 ▲ 28,000 97.3

(3)　特別とん譲与税 4,400 4,000 400 110.0

(4)　航空機燃料譲与税 27,000 28,000 ▲ 1,000 96.4

3 利子割交付金 246,000 210,000 36,000 117.1

4 配当割交付金 123,000 84,000 39,000 146.4

5 株式等譲渡所得割交付金 37,000 28,000 9,000 132.1

6 地方消費税交付金 4,393,000 4,265,000 128,000 103.0

7 ゴルフ場利用税交付金 83,000 82,000 1,000 101.2

8 自動車取得税交付金 403,000 330,000 73,000 122.1

9 地方特例交付金 280,000 708,000 ▲ 428,000 39.5

10 地方交付税 22,050,000 22,250,000 ▲ 200,000 99.1

(1)　普通交付税 20,050,000 20,690,000 ▲ 640,000 96.9

(2)　特別交付税 2,000,000 1,560,000 440,000 128.2

11 臨時財政対策債 7,650,000 7,620,000 30,000 100.4

12 競輪事業収入 20,000 20,000 0 100.0

13 その他 1,368,323 666,713 701,610 205.2

106,362,929 106,959,887 ▲ 596,958 99.4

平成２４年度　市税等の一般財源(案)

　款　項

合　　計

対前年度比較
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（単位：千円、％）

予算（案） Ａ 構成比 予算額 Ｂ 構成比 Ａ－Ｂ Ａ／Ｂ

平成２４年度

0.6

（歳出）

　　平成２４年度　一般会計予算(案)

対前年度比較

▲110,129 88.1

95.6▲822,915

平成２３年度
　　　　　　　　　　区　分

　款

　1 議会費 817,237 0.5 927,366

11.618,788,251

　4 衛生費

　5 労働費

7.2 12,808,805

839,885

51,360,33331.7

0.5

　6 農林水産業費

11.417,965,336　2 総務費

　3 民生費 49,701,627

11,372,351

862,249

4,126,695

0.5

 11 災害復旧費

 12 公債費

 13 予備費

合　　計

　7 商工費

　8 土木費

　9 消防費

 10 教育費

16,200

24,249,758

100,000

157,269,421

4,646,099

26,194,860

4,299,760

12,917,249

101.9

100.0

0.1

15.4

162,111,412

100,000

23,793,885

0.070,524

14.7 455,873

97.0

100.000.1

100.0 ▲4,841,991

▲503,289 96.2

93.4▲303,794

0.0

8.2 13,420,538 8.3

23.0▲54,324

2.84,603,5542.7

16.7 26,859,740 16.5

3.0

2.6 4,004,311 2.5

▲664,880 97.5

102.5111,879

122,384 103.1

102.722,364

2.84,534,220

7.9

31.7

▲1,436,454 88.8

96.8▲1,658,706
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（単位：千円、％）

　　　　　　　　　　  区　分

予算（案）　Ａ 構成比 予算額　Ｂ 構成比 Ａ－Ｂ Ａ/Ｂ

1 人件費 27,771,327 17.7 29,588,575 18.2 ▲1,817,248 93.9

2 扶助費 27,174,454 17.3 28,172,027 17.4 ▲997,573 96.5

3 公債費 24,249,758 15.4 23,793,885 14.7 455,873 101.9

79,195,539 50.4 81,554,487 50.3 ▲2,358,948 97.1

4 普通建設事業費 21,037,479 13.4 24,406,281 15.1 ▲3,368,802 86.2

(1) 補助事業費 10,981,096 7.0 11,398,096 7.0 ▲417,000 96.3

(2) 単独事業費 8,127,341 5.2 10,962,920 6.8 ▲2,835,579 74.1

(3) 県営事業負担金 1,929,042 1.2 2,045,265 1.3 ▲116,223 94.3

5 災害復旧事業費 16,200 0.0 70,524 0.0 ▲54,324 23.0

21,053,679 13.4 24,476,805 15.1 ▲3,423,126 86.0

6 物件費 20,024,207 12.7 20,106,167 12.4 ▲81,960 99.6

7 維持補修費 1,436,741 0.9 1,383,730 0.8 53,011 103.8

8 補助費等 19,080,045 12.1 19,077,151 11.8 2,894 100.0

(1) 負担金寄附金 9,982,343 6.3 10,169,617 6.3 ▲187,274 98.2

(2) 補助交付金 7,728,404 4.9 7,839,289 4.8 ▲110,885 98.6

(3) その他 1,369,298 0.9 1,068,245 0.7 301,053 128.2

9 積立金 59,636 0.0 56,642 0.0 2,994 105.3

10 投資及び出資金 1,080,291 0.7 974,060 0.6 106,231 110.9

11 貸付金 1,474,859 0.9 1,222,988 0.8 251,871 120.6

12 繰出金 13,764,424 8.8 13,159,382 8.1 605,042 104.6

13 予備費 100,000 0.1 100,000 0.1 0 100.0

157,269,421 100.0 162,111,412 100.0 ▲4,841,991 97.0

対前年度比較

　性　質

　合　　　計

平成２４年度　一般会計予算（案）性質別構成概要

投資的経費　小計

義務的経費　小計

平成２４年度 平成２３年度
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